
中
心
市
街
地
に
お
け
る
市
街
地
の
整
備
改
善
及
び
商
業
等
の
活
性
化
の
一
体
的
推
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を

改
正
す
る
等
の
法
律
案
に
対
す
る
附
帯
決
議

平
成
十
八
年
五
月
三
十
日

参
議
院
経
済
産
業
委
員
会

政
府
は
、
地
域
の
伝
統
や
文
化
を
尊
重
し
、
住
民
に
と
っ
て
真
に
魅
力
あ
る
持
続
可
能
な
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
す
る
た
め
、

本
法
施
行
に
当
た
り
、
次
の
諸
点
に
つ
い
て
適
切
な
措
置
を
講
ず
べ
き
で
あ
る
。

一

基
本
計
画
の
認
定
と
商
業
の
活
性
化
、
街
な
か
居
住
の
推
進
等
の
各
種
支
援
策
は
、
一
体
的
に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ

と
に
か
ん
が
み
、
認
定
及
び
支
援
策
が
適
切
に
連
動
し
、
効
果
的
に
実
施
さ
れ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。

二

中
心
市
街
地
の
活
性
化
に
は
、
不
動
産
の
有
効
活
用
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
固
定
資
産
税
、
相
続
税
の
軽
減

、

。

措
置
等
に
よ
り
地
権
者
の
理
解
と
協
力
を
促
す
と
と
も
に

地
域
住
民
の
参
加
を
得
る
取
組
を
強
力
に
推
進
し
て
い
く
こ
と

三

中
心
市
街
地
活
性
化
策
の
実
施
に
当
た
っ
て
は
、
従
来
の
施
策
に
係
る
効
果
を
十
分
に
検
証
す
る
と
と
も
に
、
予
算
措
置

の
効
率
的
な
執
行
に
関
す
る
事
後
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
果
に
つ
い
て
適
宜
情
報
を
提
供
す
る
こ
と
。

四

ま
ち
づ
く
り
三
法
は
、
密
接
に
連
携
さ
せ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
こ
と
に
か
ん
が
み
、
本
法
に
基
づ
く
施
策
と
、
大
規
模

小
売
店
舗
立
地
法
及
び
都
市
計
画
法
に
基
づ
く
施
策
と
が
相
互
に
あ
い
ま
っ
て
的
確
に
実
施
さ
れ
、
地
域
の
独
自
性
を
活
か

し
た
都
市
構
造
の
形
成
が
図
ら
れ
る
よ
う
、
関
係
府
省
庁
は
緊
密
な
連
携
を
図
る
こ
と
。
ま
た
、
そ
の
内
容
に
つ
い
て
、
今

後
と
も
必
要
な
見
直
し
を
行
う
と
と
も
に
、
中
心
市
街
地
の
活
性
化
の
前
提
と
な
る
基
本
方
針
を
早
急
に
示
す
こ
と
。



五

本
法
に
お
け
る
「
事
業
者
の
責
務
」
に
関
す
る
規
定
を
踏
ま
え
、
大
規
模
小
売
業
者
を
始
め
地
域
の
事
業
者
が
、
退
店
時

の
対
応
等
、
地
域
に
お
け
る
ま
ち
づ
く
り
へ
の
協
力
に
つ
い
て
、
自
ら
社
会
的
責
任
の
一
環
と
し
て
自
主
的
に
取
り
組
む
よ

う
求
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。


